
八王子市健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づく指導・処分等取扱要綱 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号。以下「法」という。）、健康 

増進法の一部を改正する法律（平成３０年法律第７８号。以下「改正法」という。）及び 

東京都受動喫煙防止条例（平成３０年東京都条例第７５号。以下「条例」という。）の規 

定に基づく指導、助言、勧告、公表、中止・退出命令、措置命令及び過料処分について、 

別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（基本原則） 

第２条 この事務を取り扱う者は、下記事項を遵守する。 

（１）第２章以下に定める事務について、時機を逸することなく、的確かつ厳正な処理を行 

うこと。 

（２）特定施設の管理権原者等の利益を不当に害することのないよう、適正手続にのっとり 

   事務を遂行すること。 

（３）事務を取り扱う中で知り得た情報を厳格に管理し、秘密保持を徹底すること。 

 

第２章 指導、助言、勧告及び公表 

 

（指導及び助言） 

第３条 八王子市長（以下「市長」という。）は、法第３１条及び条例第１０条の規定に基 

づく指導及び助言を行う場合には、指導の相手方に対し、その現状、法令の適用及び取る 

べき是正の措置並びに勧告、公表、命令及び過料処分のうち該当する可能性のある事実を 

口頭で伝えるものとする。ただし、相手方から書面の交付を求められた場合には、指導票 

（第１号様式）を交付する。 

２ 前項の指導等により、管理権原者等が是正内容やその方法を認知しているにもかかわ 

らず、正当な理由なく指導及び助言に従わない場合、市長は、指導票を交付し、更なる 

指導を行うことができる。 

３ 書面による指導を行う際は、必要に応じ、指導に基づき相手方がとった措置を記載した 

 改善状況報告書（第２号様式）の提出を求めることができる。 

４ 指導及び助言を行った場合は、その内容を以下の項目を記載した台帳に記録を残す。 

（１） 実施日 

（２） 施設名称、所在地及び管理権原者の氏名 

（３） 実施方法 

（４） 内容 



（５） その他必要事項 

 

（勧告） 

第４条 市長は、法第３２条第１項、法第３４条第１項（改正法附則第２条第１項及び改正 

法附則第３条第１項により読み替えられたものを含む。）、法第３６条第１項及び法同条 

第２項並びに条例第１１条第１項の規定に基づき、第３条の指導による措置をとらなか 

った場合に、是正勧告書（第３号様式）を交付し、必要な勧告を行うことができる。ただ 

し、やむを得ず是正勧告書の交付が勧告時に間に合わない場合は、口頭での勧告も可能と 

するが、当該場合であっても、勧告後速やかに是正勧告書を交付すること。 

２ 勧告は、法及び条例の趣旨、違反の内容、第３条に基づく指導及び助言の頻度、指導及 

 び助言後の対応を踏まえ行う。 

  また、勧告を行う際は、違反状態が継続した場合に公表、命令及び過料処分の可能性が 

 あることに言及する。 

３ 勧告を行う前に、必要に応じて、管理権原者等に事情の聴取の機会を付与することがで 

 きる。 

４ 勧告後、市長は、期日を定め、管理権原者等がとった措置の内容を記載した改善報告書 

（第４号等式）の提出を求めることができる。 

５ 勧告を行った場合は、その内容を以下の項目を記載した台帳に記録を残す。 

（１） 実施日 

（２） 改善勧告書の文書番号 

（３） 施設名称、所在地及び管理権原者の氏名 

（４） 勧告内容 

（５） 措置経過（指導等の実施状況、管理権原者の対応状況等） 

（６） 事情聴取の実施の有無（実施した場合は、実施日及び実施方法） 

（７） その他必要事項 

 

（公表） 

第５条 市長は、法第３２条第２項、法第３４条第２項（改正法附則第２条第１項及び改正 

法附則第３条第１項により読み替えられたものを含む。）及び法第３６条第３項並びに条 

例第１１条第２項の規定に基づき、管理権原者等が、前条に基づく勧告に正当な理由なく 

従わなかった場合は、あらかじめ管理権原者等に公表しようとする旨を通知した上で、管 

理権原者等の氏名、施設名称、所在地、違反事実及び勧告内容について、インターネット 

の利用その他広く市民に周知する方法により公表することができる。 

２ 公表後、勧告の対象となった違反状態が改善されたことが確認された場合、確認した日 

 の翌日から起算して１４日までに公表を停止する。 

３ 公表内容が他部・他行政機関に関連する場合は、事前に十分に協議をする。 

４ 公表を行う際には、個人情報の保護に十分な配慮を行う。 



５ 公表を行った場合は、以下の項目を記載した台帳に記録を残す。 

（１） 公表期間 

（２） 施設名称、所在地及び管理権原者の氏名 

（３） 公表内容 

（４） 措置経過（指導等の実施状況、管理権原者の対応状況等） 

（５） その他必要事項 

 

第３章 命令 

 

（喫煙者に対する命令） 

第６条 市長は、法第２９条第２項及び条例第８条第２項の規定に基づき、喫煙禁止場所で 

喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は喫煙禁止場所からの退出を命ずることができ 

る。 

２ 中止又は退出命令を行おうとする場合には、命令の内容を明示した上で、併せて違反者 

 の氏名、居住地を確認し、口頭での弁明の機会を付与する。 

３ 中止又は退出命令は、法及び条例の趣旨、違反及び弁明の内容を踏まえ行い、口頭での 

 命令後、速やかに中止・退出命令書（第５号様式）を相手方に交付する。 

４ 命令後、以下の項目を記載した台帳に記録を残す。 

（１） 違反事実の概要 

（２） 措置経過（指導等の実施状況、管理権原者の対応状況等） 

（３） その他必要事項 

 

（管理権原者等に対する措置命令） 

第７条 市長は、管理権原者等が第４条による勧告に係る措置をとらなかった場合は、法第 

３２条第３項、法第３４条第３項（改正法附則第２条第１項及び改正法附則第３条第１項 

により読み替えられたものを含む。）及び法第３６条第４項並びに条例第１１条第３項の 

規定に基づき、措置命令書（第６号様式）を交付し、期限を定めて、第５条に基づく勧告 

に係る措置をとるべきことを命ずる。 

２ 第１項の命令は、法及び条例の趣旨、違反の内容、第３条に基づく指導及び助言の頻度、 

 第４条に基づく勧告後の対応、第８条に基づく聴聞の内容等具体的事由を踏まえて行う。 

  なお、命令に際しては、必要に応じ、法律専門家の助言を得る。 

３ 措置命令後、市長は、期日を定め、管理権原者等がとった措置を記載した措置報告書（第 

７号様式）の提出を求める。 

４ 措置命令を行った場合は、その内容を、以下の項目を記載した台帳に記録を残す。 

（１） 実施日 

（２） 措置命令書の文書番号 

（３） 施設名称、所在地及び管理権原者の氏名 



（４） 命令内容 

（５） その他必要事項 

５ 措置命令の内容については、原則、インターネットの利用その他広く市民に周知する方 

 法により公表する。 

６ 公表を行った場合は、その内容を以下の項目を記載した台帳に記録を残す。 

（１） 実施日 

（２） 公表に係る文書番号 

（３） 施設名称、所在地及び管理権原者の氏名 

（４） 公表内容 

（５） その他必要事項 

 

（聴聞の実施） 

第８条 前条に規定する措置命令を行おうとする場合には、聴聞を行うものとする。聴聞を 

 行うときは、予定する措置命令の内容及び聴聞日時を聴聞実施通知書（第８号様式）によ 

 り、相手方に通知するものとする。 

２ 聴聞は、健康部健康増進担当課長が主宰する。 

３ 主宰者は、聴聞を開催するに当たり、処分事案関係職員の出席を求める。 

４ 聴聞の場において、主宰者又は主宰者の指名する職員が、被聴聞者に対し、予定される 

 措置命令の内容及びその原因となる事実を説明し、事実に相違がないか確認するととも 

に、弁明の機会を与える。 

５ 聴聞の期日における審理終結後速やかに、審理の経過を記載した調書（第９号様式）を 

 作成し、措置命令の原因となる事実に対する当事者の陳述の要旨を明らかにしておかな 

ければならない。 

 

第４章 過料処分 

 

（法令違反による過料事件） 

第９条 市長は、法第７６条から法第７８条まで、改正法附則第２条第８項、改正法附則 

第３条第６項及び改正法附則第４条第３項に基づく過料事件の通知が必要と認める場合 

は、違反した者の住所（法人の場合は、特定施設等の所在地）を管轄する地方裁判所に対 

し、過料事件通知書（第１０号様式）に関係書類を添えて通知するものとする。 

２ 過料事件通知は、法の趣旨、違反の内容、第２章に基づく行政指導及び第３章に基づく 

 行政処分の実施の有無、違反是正に向けた態様等を総合的に考慮し、決定する。 

３ 過料事件の通知にあたっては、以下の資料を添付する。 

（１）被審人が自然人である場合は、住民票の写し（個人番号の記載がないもの）、法人で

ある場合は、登記事項証明書 

（２）違反があった施設の登記簿抄本 



（３）過料に処すべき理由を示す書類（管理権原者への連絡の記録、立入検査による現地確

認の記録、立入検査時の指導や助言の記録、知事等による勧告、公表や命令の記録等） 

（４）改正健康増進法の施行に関するＱ＆Ａ（令和元年６月２８日付厚生労働省健康局健康

課事務連絡添付） 

（５）その他必要な書類 

４ 過料事件通知を行った場合は、その内容を以下の項目を記載した台帳に記録を残す。 

（１）違反事実の概要 

（２）措置経過（指導等の実施状況、管理権原者の対応状況等） 

（３）通知日時 

（４）過料事件通知書の文書番号 

（５）施設名称、所在地及び管理権原者の氏名 

（６）過料事件通知に至った経緯 

（７）地方裁判所の判断 

（８）その他必要な事項 

 

（条例違反による過料事件） 

第１０条 市長は、条例第１５条から条例第１７条に基づく過料事件の通知が必要と認め 

る場合は過料事件通知書（第１１号様式）に関係書類を添えて東京都知事（以下「知事」 

という。）に提出するものとする。 

２ 市長は、過料事件の対象とすべき事案について、以下の項目を記載した書面及び関係す 

 る証拠書類を知事に提出する。 

（１）違反事実の概要 

（２）措置経過（指導等の実施状況、管理権原者の対応状況等） 

（３）市長の意見 

（４）その他必要事項 

３ 過料処分の実施、金額の決定は、条例の趣旨、違反の内容、第２章に基づく行政指導 

 及び第３章に基づく行政処分の実施の有無、違反是正に向けた態様、第１１条に基づく 

 弁明の内容を総合的に考慮し、知事が決定する。 

４ 第１項に基づき過料を課す場合は、東京都分担金等に係る督促及び滞納処分並びに延 

滞金に関する条例（昭和３９年東京都条例第１３５号）の方法に従う。 

５ 過料処分を行った場合は、知事からの情報提供により、その内容を以下の項目を記載し 

た台帳に記録を残す。 

（１）処分日及び通知日 

（２）過料処分決定通知書の文書番号 

（３）施設名称、所在地及び管理権原者の氏名 

（４）過料処分に至った経緯 

（５）過料額 



（６）その他必要事項 

（弁明の機会の付与の実施） 

第１１条 前条に規定する処分を知事が行おうとする場合には、弁明の機会を付与する。弁 

明の機会を設けるときは、過料処分の名宛人に対し、予定される過料処分の内容及び弁明 

書の提出期限を弁明機会付与通知書（第１２号様式）により、通知する。 

 

第５章 その他 

 

（行政処分に対する不服への対応） 

第１２条 第６条に基づく中止・退出命令、第７条に基づく措置命令並びに第９条及び第 

 １０条に基づく過料処分の内容に不服がある場合は、行政不服審査法（平成２６年法律第 

 ６８号）に基づく審査請求又は行政訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）に基づく取消訴 

 訟の方法に従う。 

  

 

附則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第３条第１項）                         

 

 

指 導 票 

第     号 

年   月  日 

住 所 

氏 名 

 （法人の場合は、名称・代表者氏名） 

   

                                   八王子市長 

 

 

健康増進法第３１条（東京都受動喫煙防止条例第１０条）の規定により、次のとおり指

導します。 

 

記 

 

１ 関係法令 

 

 

 

２ 違反事実 

 

 

 

３ 指導の内容 

 

 

 

 

 

 

 



第２号様式（第３条第３項）                         

 

         改 善 状 況 報 告 書 

 

年   月  日 

八王子市長 

 

住 所 

氏 名 

                    （法人の場合は、名称・代表者氏名） 

   

                                         

       年  月  日  第  号に基づき指導のあった改善を要する事項に 

ついて、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 改善を要する事項 

 

 

 

２ 改善状況又は方策 

 

 

 

３ 改善時期 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第４条第１項）                         

 

是 正 勧 告 書 

第     号 

年   月  日 

住 所 

氏 名 

 （法人の場合は、名称・代表者氏名） 

   

                                  八王子市長 

 

 

健康増進法第  条第 項（東京都受動喫煙防止条例第１１条第１項）の規定により、

次のとおり勧告します。 

 

記 

 

１ 関係法令 

 

 

２ 違反行為者 

 

 

３ 違反事実 

 

 

４ 勧告の内容 

 

 

５ 勧告の理由 

 

 

６ 措置完了報告書提出期限 

 



第４号様式（第４条第４項）                         

 

           改 善 報 告 書 

 

年   月  日 

八王子市長 

 

住 所 

氏 名 

                    （法人の場合は、名称・代表者氏名） 

   

                                         

       年  月  日  第  号に基づき勧告のあった改善を要する事項に 

ついて、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 改善を要する事項 

 

 

 

２ 改善状況又は方策 

 

 

 

３ 改善時期 

 

 

 

 

 

 

 



                 （表） 

第５号様式（第６条第３項）                         

 

中止・退出命令書 

第     号 

年   月  日 

住 所 

氏 名 

 （法人の場合は、名称・代表者氏名） 

   

                                   八王子市長 

 

 

健康増進法第２９条第２項（東京都受動喫煙防止条例第８条第２項）の規定により、次

のとおり命令します。 

 

記 

 

１ 関係法令 

 

 

２ 違反行為者 

 

 

３ 違反事実 

 

 

４ 命令の内容 

 

 

５ 命令の理由 

 

 

 



（裏） 

第５号様式（第６条第３項） 

注１  この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、 

   八王子市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この決定があったことを知った日の翌日か 

   ら起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をするこ 

   とができなくなります。） 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、八王子市を 

  被告として（訴訟において八王子市を代表する者は八王子市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起 

   することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、 

   この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま 

   す。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の 

   翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、当該審査請求に 

   対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起 

   算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                （表） 

第６号様式（第７条第１項）                         

 

措 置 命 令 書 

第     号 

年   月  日 

住 所 

氏 名 

 （法人の場合は、名称・代表者氏名） 

   

                                  八王子市長 

  

 

健康増進法第  条第 項（東京都受動喫煙防止条例第１１条第３項）の規定により、

次のとおり命令します。 

 

記 

 

１ 関係法令 

 

 

２ 違反行為者 

 

 

３ 違反事実 

 

 

４ 命令の内容 

 

 

５ 命令の理由 

 

 

６ 措置報告書提出期限 



（裏） 

第６号様式（第７条第１項） 

注１  この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、 

   八王子市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この決定があったことを知った日の翌日か 

   ら起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をするこ 

   とができなくなります。） 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、八王子市を 

  被告として（訴訟において八王子市を代表する者は八王子市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起 

   することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、 

   この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま 

   す。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の 

   翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、当該審査請求に 

   対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起 

   算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７号様式（第７条第３項）                         

 

           措 置 報 告 書 

 

年   月  日 

八王子市長 

 

住 所 

氏 名 

                    （法人の場合は、名称・代表者氏名） 

   

                                         

       年  月  日  第  号に基づき勧告のあった改善を要する事項に 

ついて、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 措置を要する事項 

 

 

 

２ 措置状況又は措置方針 

 

 

 

３ 措置完了時期 

 

 

 

 

 

 

 



                （表） 

第８号様式（第８条第１項）                         

 

聴 聞 実 施 通 知 書 

第     号 

年   月  日 

住 所 

氏 名 

 （法人の場合は、名称・代表者氏名） 

   

                                  八王子市長 

 

 

下記のとおり不利益処分を行う予定です。 

ついては、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条第１項第１号（八王子市行

政手続条例（平成７年条例第２８号）第１３条第１項第１号）の規定により聴聞を行う

ので、通知します。 

 

 

記 

 

１ 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令（条例）の条項 

（１） 処分の内容 

 

（２） 根拠法令 

健康増進法第  条第  項（東京都受動喫煙防止条例第  条） 

 

 

２ 処分の原因となる事実 

 

 

３ 聴聞の期日及び場所 

 

 



（裏） 

第８号様式（第８条第１項） 

注１ 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を提出し、 

   又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができます。 

２ 聴聞が終結するときまでの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることがで 

   きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第９号様式（第８条第５項）                         

聴 聞 調 書 

 
１ 聴聞の件名 

 

 

 

２ 聴聞の期日及び場所 

 

 

 

３ 主宰者の職名及び氏名 

 

 

 

４ 聴聞の期日に出席した当事者の氏名及び住所 

 

 

 

５ 聴聞に当事者が出席しなかった場合のその者の氏名及び住所並びに正当理由の有無 

 

 

 

６ 説明を行った職員の職名及び氏名 

 

 

 

７ 職員の説明の要旨 

 

 

 

８ 当事者の意見の陳述（陳述書）の要旨 

 

 

 

９ 証拠書類目録 



第１０号様式（第９条第１項）                         

 

過 料 事 件 通 知 書 

第     号 

年   月  日 

地方裁判所 

          様 

   

                                  八王子市長 

 

下記の者については、健康増進法第  条第  項に違反しており、同法第  条第  

号の規定に基づき、   万円以下の過料に処すべきものと思料されるので、関係書類を

添えて通知します。 

記 

 

１ 違反者の氏名及び住所地（法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名） 

 

 

 

２ 事件の概要 

 

 

 

３ 添付書類 

 

 

 

４ 参考資料 

  改正健康増進法の施行に関するＱ＆Ａ（「健康増進法の一部を改正する法律の施行に

関するＱ＆Ａの改正について」（令和元年６月２８日付厚生労働省健康局健康課事務絡）） 

 

 

 

 



第１１号様式（第１０条第１項）                         

 

過 料 事 件 通 知 書 

第     号 

年   月  日 

東京都知事 

          殿 

   

                                  八王子市長 

 

下記の者については、健康増進法第  条第  項に違反しており、同法第  条第  

号の規定に基づき、   万円以下の過料に処すべきものと思料されるので、関係書類を

添えて通知します。 

 

記 

 

１ 違反者の氏名及び住所地（法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名） 

 

 

 

２ 事件の概要 

 

 

 

３ 添付書類 

 

 

 

４ 参考資料 

  改正健康増進法の施行に関するＱ＆Ａ（「健康増進法の一部を改正する法律の施行に関

するＱ＆Ａの改正について」（令和元年６月２８日付厚生労働省健康局健康課事務連絡）） 

 

 

 



第１２号様式（第１１条）                         

弁 明 機 会 付 与 通 知 書 

第     号 

年   月  日 

住 所 

氏 名 

 （法人の場合は、名称・代表者氏名） 

 

                                   東京都知事 

 

 下記のとおり不利益処分を行う予定です。 

 ついては、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条第１項第２号（東京都行政手 

続条例（平成６年条例第１４２号）第１３条１項第２号）の規定により弁明の機会を付与 

しますので、通知します。 

 

記 

 

１ 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令（条例）の条項 
（１）処分の内容 
 
（２）根拠法令 
   健康増進法第  条第  項（東京都受動喫煙防止条例第  条） 
 
 
２ 処分の原因となる事実 
 
 
３ 弁明書及び証拠書類等の提出先 
  〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号東京都庁第一本庁舎２９階 
  東京都福祉保健局保健政策部健康推進課事業調整担当 
 
 
４ 弁明書及び証拠書類等の提出期限 
 
 
５ その他 
（１） 弁明書には、①都における文書番号、②弁明を提出する者の氏名及び住所、③弁明 
  に係る不利益処分の原因となる事実、④その他弁明の事案についての意見を記載して 
  ください。 
（２）提出期限までに弁明書が提出されないとき、改めて弁明の機会の付与を行いません。 

 


